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３
月
の
市
議
会
で
、
議
員

の
提
案
に
よ
り
北
広
島
市
資

源
ご
み
等
持
ち
去
り
防
止
に

関
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
、

11
月
１
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

11 月１日

制度の内容

スタート

　

条
例
の
目
的
は
、
資
源
ご
み
の
行
政
回
収

制
度
の
維
持
と
円
滑
な
実
施
の
確
保
で
す
。

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
さ
れ
た
資
源
ご
み

な
ど
は
、許
可
な
く
回
収
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

違
反
を
し
た
場
合
、
市
職
員
が
指
導
し
、

そ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
住
所
・
氏
名
な

ど
を
公
表
し
ま
す
。
ま
た
、
持
ち
去
り
・
運

搬
し
て
い
る
場
で
、
必
要
な
検
査
や
質
問
が

で
き
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
ま
す
。　

　市関係者以外の者が、ごみステーションから資源ごみを持ち去ることを
規制します。

資源ごみなどの持ち去り
防止制度が始まります

●
び
ん
・
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

●
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器

●
段
ボ
ー
ル
・
紙
パ
ッ
ク
・
新
聞
紙
・
紙
製

　

容
器
・
雑
誌

●
古
布
類　

周知看板

不当な持ち去り
を防ぐために

　

現
在
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の

看
板
が
設
置
さ
れ
て
い
る
箇
所

に
、
資
源
ご
み
持
ち
去
り
の
禁

止
を
周
知
す
る
看
板
を
新
た
に

設
置
し
ま
す
。

　

看
板
に
は
、
安
全
・
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
不
審
者
警
戒
中
の
表

示
も
し
ま
す
。

◆
持
ち
去
り
禁
止
対
象
の
資
源
ご
み

　

持
ち
去
り
防
止
や
ご
み
適
正

処
理
の
周
知
啓
発
、
パ
ト
ロ
ー

ル
な
ど
を
行
う
た
め
、
廃
棄
物

適
正
処
理
指
導
員
を
新
た
に
任

用
し
ま
し
た
。

　

持
ち
去
り
を
目
撃
し
た
情
報

が
入
る
と
、
そ
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
重

点
的
に
巡
回
・
監
視
し
ま
す
。　



■問合せ　芸術文化ホール（☎ 372-7667）■問合せ　環境課（☎ 372-3311 内線 827）
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　市民の皆さんが普段出している資源ごみが、市と関係ない者の利益になってい
るとは、考えたこともなかったと思います。しかし、ごみステーションから勝手
に持ち去られたりすることが実際に起きています。
　今までは規制できる条例がないため、市民の皆さんがきちんとごみの分別をし
ても、市で回収できないことがありました。
　今回この条例ができたことによって、安心して資源ごみが出せることはとても
良い事と思います。
　市民のための手伝いができて、やりがいのある仕事と感じています。

環境課
廃棄物適正処理指導員
　　　　　　佐藤清幸　

市民のきちんとした分別を応援したい

＊個別説明を希望する自治会・町内会は、お問い合わせくだ　　　　
　さい

持ち去り防止
の例外

◆
例
外
の
対
象
な
ど

　

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
さ

れ
た
資
源
ご
み
は
、
基
本
的
に

は
市
が
回
収
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
所
定
の
手
続
き
を

と
っ
た
う
え
で
、
市
か
ら
許
可

注意事項 説明会
　

持
ち
去
り
防
止
制
度
や
例
外

に
よ
る
許
可
申
請
に
つ
い
て
、

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
例
外

に
よ
る
許
可
申
請
を
検
討
し
て

い
る
自
治
会
・
町
内
会
の
役
員

会場 日時
団地住民センター 10月１日㈬ 午後６時から

芸術文化ホール ９月27日㈯ 午前９時30分から

中央会館（市役所隣） 10月２日㈭

午後６時から
農民研修センター 10月８日㈬

大曲会館 ９月30日㈫　

西の里会館 10月７日㈫    

　

不
当
な
持
ち
去
り
を
見
掛
け

た
場
合
は
、
直
接
注
意
を
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。
威
嚇
、
車
両

の
急
発
進
な
ど
の
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。

　

時
間
帯
や
、
分
か
れ
ば
車
両
の
ナ
ン
バ
ー

な
ど
を
環
境
課
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

を
受
け
た
自
治
会
・
町
内
会
に
つ
い
て
は
、

例
外
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
自
身
が
管
理
し
て

い
る
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
排
出
さ
れ
た
資

源
ご
み
を
回
収
し
て
、
集
団
資
源
回
収
の
収

益
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

許
可
を
受
け
た
自
治
会
・
町
内
会
の
方
で
、

市
に
回
収
し
て
ほ
し
い
資
源
ご
み
を
出
す
場

合
は
、
資
源
ご
み
の
持
ち
手
付
近
に
「
市
」

な
ど
と
表
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
よ
う
な
表
示
が
あ
れ
ば
、
許
可
を
受

け
た
自
治
会
・
町
内
会
で
あ
っ
て
も
回
収
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
例
外
許
可
の
要
件

●
自
治
会
・
町
内
会
総
会
で
の
議
決

　

排
出
者
と
回
収
者
の
合
意
が
必
要
で
す
。

そ
の
た
め
自
治
会
・
町
内
会
の
総
会
で
議
決

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

条
例
は
11
月
１
日
施
行
の
た
め
、
次
回
総

会
ま
で
は
試
行
期
間
と
し
て
、
自
治
会
・
町

内
会
長
の
申
し
出
に
よ
り
許
可
し
ま
す
。

　

総
会
終
了
後
、
引
き
続
き
例
外
に
よ
る
回

収
を
希
望
す
る
場
合
は
、
改
め
て
所
定
の
申

請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
排
出
者
へ
の
配
慮
義
務

　

資
源
ご
み
に
「
市
」
な
ど
と
表
示
さ
れ
、

市
に
回
収
し
て
ほ
し
い
と
の
意
思
表
示
が
見

ら
れ
る
資
源
ご
み
は
、
回
収
し
な
い
で
く
だ

さ
い
。

●
身
分
の
表
示

　

不
当
な
持
ち
去
り
か
、
例
外
に
よ
る
回
収

か
が
分
か
る
よ
う
に
、
自
治
会
・
町
内
会
の

腕
章
や
帽
子
、
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
身
に
着
け
る

な
ど
の
工
夫
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
収
益
金

　

収
益
金
は
、
自
治
会
・
町
内
会
会
員
の
福

祉
増
進
を
目
的
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他

▪
自
身
が
管
理
す
る
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
以

外
か
ら
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

▪
市
が
回
収
す
る
前
に
回
収
し
て
く
だ
さ
い
。

▪
自
治
会
・
町
内
会
が
委
託
す
る
業
者
は
、

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
回
収
で
き
ま
せ
ん
。

の
方
は
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
し
込
み
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。


